
令和４年５月１３日 

  建設消防委員会 

都市整備部 交通政策課 

市営駐車場回数券使用の終了について 

 市営駐車場回数券は、令和４年度末をもって使用終了することから報告する。 

１ 現状と経緯 

・市営駐車場回数券は有効期限を定めず平成 20年度末まで発行していたが、発行停止後 

10 年以上経過している。 

・市営駐車場の精算機は次年度以降に新紙幣等に対応するため、更新が必要となるが、 

回数券対応を継続した場合、追加費用が必要となる。 

２ 使用終了日時 

・現在契約している指定管理者との契約が満了する令和５年３月 31 日 24 時をもって、 

使用終了する。 

３ 今後の対応 

・令和４年６月～   使用終了の張り紙掲示、広報はままつ、浜松市HPで周知 

・令和５年３月末   回数券使用終了 


